
○
公
害
等
調
整
委
員
会
公
示
第

一
号

亀
山
市
西
部
森
林
地
域
及
び
関
宿
周
辺
地
域
関
係
鉱
区
禁
止
地
域
指
定
請
求

鉱
区
禁
止
地
域
の
指
定
の
請
求
が
あ

っ
た
か
ら
､
鉱
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続

等
に
関
す
る
法
律 

(昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号 
)
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
鉱

業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則 

(昭
和
二

十
六
年
土
地
調
整
委
員
会
規
則
第
二
号 
)
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
､
次
の
と
お
り
公
示
す
る
｡

平
成
二
十
年
五
月
二
日


公
害
等
調
整
委
員
会
委
員
長

大
内

捷
司


一

請
求
者
名

三
重
県
知
事


二

地
域
の
所
在
地

三
重
県
亀
山
市
安
坂
山
町
､
同
市
小
川
町
､
同
市
小
野
町
､
同
市
白

木
町
､
同
市
両
尾
町
､
同
市
加
太
板
屋
､
同
市
加
太
市
場
､
同
市
加
太
梶

ケ
坂
､
同
市
加

太
北
在
家
､
同
市
加
太
神
武
､
同
市
加
太
中
在
家
､
同
市
加
太
向
井
､
同
市
関
ケ
丘
､
同

市
関
町
泉

ケ
丘
､
同
市
関
町
市
瀬
､
同
市
関
町
越
川
､
同
市
関
町
小
野 
'
同
市
関
町
金
場
､

同
市
関
町
久
我
､
同
市
関
町
沓
掛
､
同
市
関
町
木
崎
､
同
市
関
町
坂
下
､
同
市
関
町
白
木

一
色
､
同
市
関
町
新
所
､
同
市
関
町
萩
原
､
同
市
関
町
福
徳
､
同
市
関
町
富
士

ハ
イ
ツ
､

同
市
関
町
古
厩
及
び
同
市
関
町
鷲
山
地
内

三

鉱
物
の
名
称

鉱
業
法 

(昭
和
二
五
年
法
律
第
二
八
九
号 
)
第
三
条
に
規
定
す
る
鉱
物

全
部

四

地
域
の
境
界
の
表
示

第
二
項
記
載
の
地
内
の
次
表
に
記
載
す
る
各
境
界
点
第

一
号
か

ら
第

二

一号
ま
で
を
番
号
順
に
結
ぶ
線
及
び
同
表
に
記
載
す
る
境
界
点
第

二

一号
と
第

一

号
と
を
結
ぶ
線



七 六 五

ヽ

直
線

ヽ

1 

)i

五 

12 

三
重
県
亀
山

市と
同

ll 10 9 8 7 6 5 

- - - - - - - -

六ヽ 五ヽ ヽ 元ヽ  ) 四 香 七

四⊥ 四 9 冗
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六 五四 七〇 壱 七六 七

県
鈴
鹿
市
の

境界
線

i五 

五 )i
九

○○ 七四

線 賀 三 県 三 県 三
県 重 伊 重 津 重
甲 県 ロ 県 市 県
賀 亀 市 亀 の 亀
市 山 の 山 境 山

の 市 境 市 是 雪境 と 界 と
界 滋 線 同 同

地
域
図

次
の
と
お
り


地
域
の
面
積

一
一
､
五
六

〇
･
四
二
ヘ
ク
タ
ー
ル


請
求
の
理
由
の
要
旨
 

1

請
求
地
域
は
､
三
重
県
亀
山
市
の
西
部
に
位
置
す
る
鈴
鹿
山
脈
及
び
布
引
山
地
の
森
林


地
域
並
び
に
亀
山
市
関
宿
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
を
含
む
そ
の
周
辺
地
域
で
あ
る
｡
 

2

請
求
地
域
の
う
ち
､
森
林
地
域
は
､
鈴
鹿
川
水
系
及
び
中
ノ
川
水
系
の
最
上
流
地
域

で
､
そ
の
ほ
ぼ
全
域
が
亀
山
市
水
道
水
源
保
護
条
例
に
基
づ
く
水
道
水
源
保
護
地
域
及

び
砂
防
法 

(明
治
三
〇
年
法
律
第
二
九
号
)
に
基
づ
く
砂
防
指
定
地
に
指
定
さ
れ
て
い

る
ほ
か
､
多
く
が
森
林
法 

(昭
和
二
六
年
法
律
第
二
四
九
号
)
に
基
づ
く
水
源
か
ん
養

保
安
林
､
土
砂
流
出
防
備
保
安
林
等
に
指
定
さ
れ
て
お
り
､
水
源
の
か
ん
養
､
国
土
の

4 3 2 1 番号 占Jl境の界

ー - - Ⅹ 位
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五五ヽ
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七 ○
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界
線

園の
境

鈴
鹿
国
定

公

直
線

境
罪
点
の
按

読方
法

面
直 
角
座

にる 平
よ

o

標
系

に
基

号
)八

づ 
く

年
法
律 
第

四

-
八

量
法
(
昭

測

和
二

示
の 

標
は

表

座

､

備考

ヽヽ



保
全
等
を
図
る
上
で
重
要
な
地
域
で
あ
る
｡

ま
た
､
国
指
定
天
然
記
念
物
で
絶
滅
危
倶
種
で
あ
る
ネ

コ
ギ
ギ
な
ど
､
貴
重
な
稀
少
野

生
動
植
物
の
生
息

･
生
育
の
場
が
存
在
す
る
｡

さ
ら
に
､
鈴
鹿
国
定
公
園
区
域
の

一
部
､
坂
本
棚
田
､
鈴
鹿
峠
の
峠
道
､
石
水
渓
､
羽

黒
山
等
多
く
の
景
勝
地
が
含
ま
れ
る
ほ
か
､
そ
の
山
並
み
は
､
優
れ
た
景
観
を
形
成
し
て

い
る
｡ 

3

旧
東
海
道
宿
場
町
の
姿
を
今
に
色
濃
く
残
し
､
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に

選
定
さ
れ
て
い
る
関
宿
の
町
並
み
及
び
そ
の
周
辺
地
域
は
､
そ
の
貴
重
な
歴
史
的
､
文
化

的
景
観
を
未
来
に
継
承
す
べ
き
地
域
で
あ
る
｡ 

4

請
求
地
域
の
地
形
及
び
地
質
は
､
そ
の
東
縁
に

一
志
断
層
が
存
在
し
､
主
に
新
生
代
第

四
紀
以
降
に
そ
の
西
側
が
隆
起
し
て
鈴
鹿
山
脈
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
､
相

対
的
に
鉱
物
の
存
在
の
可
能
性
が
高
い
花
岡
岩
類
の
基
盤
地
質
と
な

っ
て
い
る 
0 

5

請
求
地
域
に
お
い
て
鉱
物
の
掘
採
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
､
水
源
の
確
保
に
支
障
を
生
じ
､

土
砂
流
出
災
害
の
発
生
の
お
そ
れ
が
増
大
し
､
貴
重
な
自
然
的
､
歴
史
的
及
び
文
化
的
景

観
が
破
壊
さ
れ
､
ま
た
､
稀
少
野
生
動
植
物
の
生
息

･
生
育
の
場
が
失
わ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る
の
で
､
鉱
区
禁
止
地
域
の
指
定
を
請
求
す
る
も
の
で
あ
る
｡

1.＼lu

審
問
の
申
出
等 

1

本
件
に
関
し
､
審
問
を
受
け
よ
う
と
す
る
者 

(土
地
所
有
者
､
土
地
に
関
し
権
利
を

有
す
る
者 
'
鉱
業
権
者
､
鉱
業
出
願
人
そ
の
他
の
利
害
関
係
人 
)
は
､
鉱
業
等
に
係
る

土
地
利
用
の
調
整
手
続
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
第
八
条
の
規
定
に

よ
り
､
そ
の
氏
名
､
職
業
､
住
所
並
び
に
そ
の
述
べ
よ
う
と
す
る
意
見
の
要
旨
及
び
そ

の
理
由
を
記
載
し
た
文
書
を
平
成
二
〇
年
六
月
三

〇
日
ま
で
に
東
京
都
千
代
田
区
霞
が

関
三
丁
目 
1
番

一
号
中
央
合
同
庁
舎
第
四
号
館
内
公
害
等
調
整
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た

＼
0

し

審
問
に
つ
い
て
の
詳
細
は
､
追

っ
て
本
人
に
通
知
す
る
｡


2

公
聴
会
に
つ
い
て
は
､
追

っ
て
官
報
に
公
示
す
る
｡





